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目

次

１３

条

例

○
東
京
都
産
業
労
働
局
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
）…
�

○
東
京
都
立
皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
）…
�

○
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
）…
�

○
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
）…
�

○
東
京
都
霊
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
葬
儀
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
公
安
委
員
会
）…
�

○
東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
�

○
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…（
同
）…
�

○
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
公
安
委
員
会
）…
�

○
東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
議
会
局
）…
	


条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
産
業
労
働
局
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
〇
号
）

一

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
六
年
法
律
第
一
六
六
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
豚
熱
予
防
液
の
交

付
手
数
料
を
設
け
る
ほ
か
、
手
数
料
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
豚
熱
予
防
液
の
交
付
手
数
料

一
頭
に
つ
き

九
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
立
皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
一
号
）

一

使
用
料
の
上
限
額
を
改
定
し
ま
す
。

開
放
指
導
用
機
械
等

一
件
一
時
間
に
つ
き

二
、
四
〇
〇
円

↓

二
、
〇
八
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
二
号
）

一

利
用
料
金
制
の
対
象
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
東
京
都
立
有
明
親
水
海
浜
公
園
及
び
東
京
都

立
晴
海
緑
道
公
園
を
新
設
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
三
号
）

一

手
数
料
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
手
数
料

乙
種
化
学
責
任
者
免
状
に
係
る
製
造
保
安
責
任
者
試
験

九
、
三
〇
〇
円

↓

一
一
、
六
〇
〇
円
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二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
四
号
）

一

手
数
料
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
保
安
確
保
機
器
認
定
申
請
手
数
料

当
該
申
請
を
行
う
者
が
販
売
契
約
を
締
結
し
て
い
る
一
般
消
費
者
等
の
数
が
一
万
戸
以

上
の
場
合

一
一
〇
、
〇
〇
〇
円

↓

九
八
、
〇
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
五
号
）

一

電
気
工
事
士
免
状
書
換
手
数
料
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

二
、
一
〇
〇
円

↓

二
、
七
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
六
号
）

一

占
用
料
等
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
流
水
占
用
料

工
業
用
そ
の
他

一
年
に
つ
き

六
、
二
八
八
円
×
使
用
水
量
（
リ
ッ
ト
ル
毎
秒
）

↓

六
、
三
三
八
円
×
使
用
水
量
（
リ
ッ
ト
ル
毎
秒
）

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
霊
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
七
号
）

一

使
用
料
等
の
上
限
額
及
び
手
数
料
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
青
山
霊
園
の
一
般
埋
蔵
施
設
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

二
、
八
三
九
、
〇
〇
〇
円

↓

二
、
八
九
三
、
〇
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
葬
儀
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
八
号
）

一

使
用
料
の
上
限
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
瑞
江
葬
儀
所
の
柩
（
ひ
つ
ぎ
）
保
管
料

一
柩
（
き
ゅ
う
）
二
四
時
間
以
内
に
つ
き
（
都
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
）

八
、
一
四
〇
円

↓

八
、
二
一
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
九
号
）

一

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
要
件
、
支
給
額
及
び
支
給
期
限
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
〇
号
）

一

消
防
職
員
の
定
数
を
改
め
ま
す
。

区
分

改
正
後
（
人
）

改
正
前
（
人
）

増
（
△
）
減

消
防
吏
員

一
八
、
二
三
三

一
八
、
二
三
八

△
五

消
防
吏
員
以
外
の
消
防

職
員

四
二
二

四
二
三

△
一

合
計

一
八
、
六
五
五

一
八
、
六
六
一

△
六

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六

一
号
）

一

年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法

律
第
四
〇
号
）
の
施
行
に
よ
る
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
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条

例

東
京
都
産
業
労
働
局
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
号

東
京
都
産
業
労
働
局
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
産
業
労
働
局
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
十
二
の
項
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
同
項
イ
中

「
一
頭
に
つ
き

二
百
四
十
円

一
頭
に
つ
き

二
百
四
十
円

一
頭
に
つ
き

二
百
四
十
円
」

を
「
一
頭
に
つ
き

九
百
十
円

一
頭
に
つ
き

千
四
百
円

一
頭
に
つ
き

二
百
四
十
円
」

に
改
め
、
同
項
中
イ
を
ロ
と
し
、
同
項
に
イ
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
三
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
豚
熱
に
関

す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に

定
め
る
知
事
認
定
獣
医
師
に
よ
る
豚

熱
予
防
注
射
に
係
る
豚
熱
予
防
液
の

交
付

豚
熱
予
防
液
の
交
付
手
数

料

一
頭
に
つ
き

九
十
円

交
付
申

請
の
と

き
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
一
号

東
京
都
立
皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
立
皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
東
京
都
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
項
中
「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
八
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
法
律
（
昭
和
二
九
年
法
律
第
九
一
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
二
号
）

一

手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年

法
律
第
四
二
号
）
等
の
施
行
に
伴
い
、
運
転
技
能
検
査
等
に
係
る
手
数
料
の
規
定
を
設
け
る
ほ

か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

（
例
）
運
転
技
能
検
査
手
数
料
（
新
設
）

三
、
五
五
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
五
月
一
三
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
三
号
）

一

東
京
都
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
一
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
常
任
委
員
会
の
所
管
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
二
号

東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
海
上
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
三
」
に
、
「
を
除
く
」
を
「
に
限
る
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
有
料
施
設
」
を
「
有
料
公
園
、
有
料
施
設
若
し
く
は
有
料
用
具
」
に
改

め
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

３

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
、
第
一
項

の
利
用
料
金
の
額
か
ら
割
引
し
た
額
を
も
つ
て
定
期
入
場
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
有
料
施
設
」
を
「
有
料
公
園
、
有
料
施
設
若
し
く
は
有
料
用
具
」
に
改
め

る
。第

三
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
有
料
公
園
等
」
を
「
有
料
公
園
、
有
料
施
設
又
は
有
料
用
具
」

に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
四
第
三
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
三
」
に
、
「
を
除
く
」
を
「
に
限
る
」
に
、

「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
三
の
」
に
、
「
額
」
を
「
額
の
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
海
浜
公
園
の
部
東
京
都
立
海
の
森
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
京
都
立
有
明
親
水
海
浜
公
園

東
京
都
江
東
区
有
明
一
丁
目

東
雲
一
丁
目

別
表
第
一
緑
道
公
園
の
部
東
京
都
立
京
浜
運
河
緑
道
公
園
の
項
位
置
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
品
川
区
東
品
川
五
丁
目

八
潮
一
丁
目

八
潮
五
丁
目

別
表
第
一
緑
道
公
園
の
部
東
京
都
立
有
明
北
緑
道
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
京
都
立
晴
海
緑
道
公
園

東
京
都
中
央
区
晴
海
四
丁
目

晴
海
五
丁
目

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

有
料
施
設
の
利
用
料

種

別

単

位

利

用

料

駐
車
場

一
台
一
回
（
二
時
間
以
内
）

六
百
円

海
上
公
園
係
船
施
設

総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き
二
十
四
時
間
ま
で
ご
と
に

十
三
円
四
十
銭

海
上
バ
ス
券
売
所

一
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に
一
月

四
百
六
十
円

別
表
第
四
中
二
の
項
を
四
の
項
と
し
、
同
表
一
の
部
若
洲
海
浜
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。城

南
島
海
浜
公
園

キ
ャ
ン
プ
場

一
人
一
日

三
百
円

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場

一
区
画
一
日

二
千
円

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
附
帯
設

備

一
式
一
日

五
百
円

辰
巳
の
森
海
浜
公
園

ラ
グ
ビ
ー
練
習
場

一
回
（
二
時
間
以
内
）

二
万
円

別
表
第
四
中
一
の
項
を
二
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

有
料
用
具
の
利
用
料
金

名

称

単

位

利
用
料
金

辰
巳
の
森
海
浜
公
園

ス
ポ
ー
ツ
用
具

一
人
一
式
（
一
時
間
以
内
）

百
五
十
円

付
記

ス
ポ
ー
ツ
用
具
と
は
、
フ
リ
ー
テ
ニ
ス
、
パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
そ
の
他
の
知
事
が
定
め
る
ス
ポ
ー
ツ

の
用
具
を
い
う
。

別
表
第
四
に
一
の
項
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一

有
料
公
園
の
利
用
料
金

名

称

単

位

利
用
料
金

東
京
港
野
鳥
公
園

入
場
料

一
人
一
回

四
百
円

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
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該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

別
表
第
一
緑
道
公
園
の
部
東
京
都
立
京
浜
運
河
緑
道
公
園
の
項
位
置
の
欄
の
改
正
規
定

令
和

四
年
四
月
一
日

二

別
表
第
一
海
浜
公
園
の
部
東
京
都
立
海
の
森
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定

令
和
四
年
八
月
一
日

三

別
表
第
一
緑
道
公
園
の
部
東
京
都
立
有
明
北
緑
道
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正

規
定

令
和
四
年
十
月
一
日

高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
三
号

高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
十
四
の
項
中
「
九
千
三
百
円
」
を
「
一
万
一
千
六
百
円
」
に
、
「
八
千
八
百
円
」
を
「
一
万
一

千
百
円
」
に
、
「
八
千
七
百
円
」
を
「
一
万
三
百
円
」
に
、
「
八
千
二
百
円
」
を
「
九
千
八
百
円
」
に

改
め
、
同
表
十
五
の
項
中
「
七
千
九
百
円
」
を
「
九
千
円
」
に
、
「
七
千
四
百
円
」
を
「
八
千
五
百

円
」
に
、
「
六
千
二
百
円
」
を
「
七
千
二
百
円
」
に
、
「
五
千
七
百
円
」
を
「
六
千
七
百
円
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
四
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二

年
東
京
都
条
例
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
七
の
項
中
「
十
一
万
円
」
を
「
九
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
一
万
七
千
円
」
を

「
一
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
の
項
中
「
二
万
一
千
四
百
円
」
を
「
二
万
三
千
二
百
円
」
に
、

「
二
万
九
百
円
」
を
「
二
万
二
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
五
号

電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
三
の
項
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 13） ６

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
項
中
「６,２８８円

」
を
「６,３３８円

」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
二
百
八
十
五
円
」
を

「
二
百
九
十
五
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
霊
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
七
号

東
京
都
霊
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
霊
園
条
例
（
平
成
五
年
東
京
都
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
二
百
八
十
三
万
九
千
円
」
を
「
二
百
八
十
九
万
三
千
円
」
に
、
「
百
八
十
一
万
円
」

を
「
百
八
十
万
九
千
円
」
に
、
「
百
七
十
万
四
千
円
」
を
「
百
六
十
八
万
三
千
円
」
に
、
「
九
十
二
万

二
千
円
」
を
「
九
十
二
万
三
千
円
」
に
、
「
八
十
七
万
五
千
円
」
を
「
八
十
七
万
六
千
円
」
に
、
「
九

十
三
万
二
千
円
」
を
「
九
十
四
万
円
」
に
、
「
二
十
一
万
一
千
円
」
を
「
二
十
一
万
八
千
円
」
に
、

「
八
十
八
万
五
千
円
」
を
「
八
十
九
万
三
千
円
」
に
、
「
二
十
九
万
九
千
円
」
を
「
三
十
万
八
千
円
」

に
、
「
百
六
十
八
万
一
千
円
」
を
「
百
六
十
八
万
二
千
円
」
に
、
「
五
十
九
万
九
千
円
」
を
「
六
十
万

円
」
に
、
「
百
六
十
一
万
一
千
円
」
を
「
百
六
十
一
万
二
千
円
」
に
、
「
九
十
六
万
三
千
円
」
を
「
八

十
七
万
四
千
円
」
に
、
「
六
十
三
万
一
千
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
円
」
に
、
「
六
十
四
万
八
千
円
」

を
「
六
十
二
万
八
千
円
」
に
、
「
七
万
九
千
円
」
を
「
六
万
四
千
円
」
に
、

「
十
三
万
四
千
円

」
を

「
十
二
万
五
千
円

」
に
、
「
十
九
万
四
千
円
」
を
「
十
九
万
一
千
円
」
に
、

九
万
四
千
円

八
万
七
千
円

九
万
一
千
円

八
万
八
千
円

十
三
万
四
千
円

十
三
万
円

「
三
十
五
万
九
千
円
」
を
「
二
十
一
万
五
千
円
」
に
、
「
十
五
万
四
千
円
」
を
「
十
五
万
一
千
円
」
に
、

「
千
六
百
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
七
百
円
」
を
「
七
百
三
十
円
」
に
、
「
九
百
四
十
円
」
を
「
九
百
二
十
円
」
に
、

「
三
千
九
十
円
」
を
「
三
千
七
十
円
」
に
、
「
五
千
四
百
四
十
円
」
を
「
五
千
百
七
十
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
霊
園
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
既
に

納
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
葬
儀
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
八
号

東
京
都
葬
儀
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
葬
儀
所
条
例
（
昭
和
二
十
一
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
中
「
八
千
百
四
十
円
」
を
「
八
千
二
百
十
円
」
に
、
「
九
千
七
百
六
十
円
」
を
「
九
千
八

百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
葬
儀
所
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
既

に
納
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 13）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）７

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
九
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
従
事
し
た
場
合

の
同
項
に
規
定
す
る
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
一
号
又
は
第

二
号
に
定
め
る
手
当
の
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
警

視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る

こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
二
暦
日

に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら
始
ま
る

勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
号

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
項
の
表
消
防
吏
員
の
項
中
「
一
八
、
二
三
八
人
」
を
「
一
八
、
二
三
三
人
」
に
改
め
、
同
表
消

防
吏
員
以
外
の
消
防
職
員
の
項
中
「
四
二
三
人
」
を
「
四
二
二
人
」
に
改
め
、
同
表
計
の
項
中
「
一

八
、
六
六
一
人
」
を
「
一
八
、
六
五
五
人
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
初
任
教
養
の
た
め
、
消
防

学
校
に
入
校
中
の
消
防
吏
員
の
う
ち
二
百
七
十
二
人
以
内
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
、

定
数
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
一
号

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
条
例
第
八
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
二
号

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
及
び
第
十
号
」
を
「
、
第
十
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一

一
の
項
十一
の
二
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
」
の
下
に
「
若
し
く
は
ロ
」

を
加
え
、
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
五
十
円
」
に
、
「
八
百
円
」
を
「
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項

中
十三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十三

法
第
百
八
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
講
習

特
定
任
意

高
齢
者
講

習
手
数
料

運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
行
わ

れ
る
講
習

六
千
四
百
五
十
円
（
法
第
七
十

一
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車

対
応
免
許
（
以
下
「
普
通
自
動
車
対
応
免

許
」
と
い
う
。
）
以
外
の
運
転
免
許
の
み
を

受
け
よ
う
と
し
、
又
は
現
に
受
け
て
い
る
者

及
び
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年

政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
四
条
の
三
第

四
項
又
は
第
三
十
七
条
の
六
の
三
に
規
定
す

る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
対
す
る
講
習
に
つ

い
て
は
、
二
千
九
百
円
）

受
講
申

込
み
の

と
き
。

別
表
第
一

九
の
項
㈦
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二

一
の
部
一
の
項
中
「
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
。
」
を
削
り
、
同
部
五
の
三

の
項
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
」
の
下
に
「
若
し
く
は
ロ
」
を
加
え
、
「
七
百
五
十

円
」
を
「
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
の
四

法
第
九
十
七
条
の

二
第
一
項
第
三
号
イ
若
し

く
は
ハ
又
は
法
第
百
一
条

の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ

運
転
技
能
検

査
手
数
料

三
千
五
百
五

十
円

検
査
の

申
請
の

と
き
。

る
運
転
技
能
検
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

別
表
第
二

一
の
部
六
の
項
中
「
第
九
十
一
条
」
の
下
に
「
又
は
法
第
九
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を

加
え
、
「
す
る
者
」
を
「
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
部
十
二
の
項
中

「

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
以
外
の
第
一
種
運

転
免
許
又
は
第
二
種

運
転
免
許
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
講

習
（
法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
三
号

イ
、
第
百
一
条
の
四

第
二
項
又
は
第
百
一

条
の
七
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
認
知
機
能

検
査
の
結
果
に
基
づ

い
て
行
う
も
の
を
除

く
。
）

五
千
百
円

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
以
外
の
第
一
種
運

転
免
許
又
は
第
二
種

運
転
免
許
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
講

習
（
法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
三
号

イ
又
は
第
百
一
条
の

四
第
二
項
の
規
定
に

五
千
百
円
（
当

該
認
知
機
能
検

査
の
結
果
が
道

路
交
通
法
施
行

規
則
第
三
十
九

条
に
規
定
す
る

基
準
に
該
当
す

る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
七
千
九

「

普
通
自
動
車
対
応
免

六
千
四
百
五
十
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よ
り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い
て

行
う
も
の
に
限

る
。
）

百
五
十
円
）

を

許
を
受
け
て
い
る
者

（
法
第
九
十
七
条
の

二
第
一
項
第
三
号
イ

及
び
ハ
に
掲
げ
る
者

並
び
に
法
第
百
一
条

の
四
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
者

を
除
く
。
）
に
対
す

る
講
習

円

」
に
、

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
以
外
の
第
一
種
運

転
免
許
又
は
第
二
種

運
転
免
許
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
講

習
（
法
第
百
一
条
の

七
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い
て

行
う
も
の
に
限

る
。
）

五
千
八
百
円

普
通
自
動
車
対
応
免

許
を
受
け
て
い
る
者

（
法
第
九
十
七
条
の

二
第
一
項
第
三
号
イ

若
し
く
は
ハ
に
掲
げ

る
者
又
は
法
第
百
一

条
の
四
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る

者
に
限
る
。
）
又
は

第
一
種
運
転
免
許
若

し
く
は
第
二
種
運
転

免
許
で
あ
っ
て
普
通

自
動
車
対
応
免
許
以

外
の
も
の
の
み
を
受

け
て
い
る
者
に
対
す

る
講
習

二
千
九
百
円

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
の
み
を
受
け
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習

（
法
第
九
十
七
条
の

二
第
一
項
第
三
号
イ
、

第
百
一
条
の
四
第
二

項
又
は
第
百
一
条
の

七
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い
て

行
う
も
の
を
除

く
。
）

二
千
二
百
五
十

円

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
の
み
を
受
け
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習

（
法
第
九
十
七
条
の

二
第
一
項
第
三
号
イ

又
は
第
百
一
条
の
四

第
二
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査
の

結
果
に
基
づ
い
て
行

う
も
の
に
限
る
。
）

二
千
二
百
五
十

円
（
当
該
認
知

機
能
検
査
の
結

果
が
道
路
交
通

法
施
行
規
則
第

三
十
九
条
に
規

定
す
る
基
準
に

該
当
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、

四
千
四
百
五
十

円
）

」

小
型
特
殊
自
動
車
免

許
の
み
を
受
け
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習

（
法
第
百
一
条
の
七

第
四
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査
の

結
果
に
基
づ
い
て
行

う
も
の
に
限
る
。
）

二
千
三
百
五
十

円

を
「
法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
四
号
に
掲

げ
る
講
習

講
習
一
時
間
に

つ
い
て
二
千
二

百
五
十
円

」
に
改

「
法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
四
号
に
掲

げ
る
講
習

講
習
一
時
間
に

つ
い
て
二
千
円

」

法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
五
号
に
掲

げ
る
講
習

講
習
一
時
間
に

つ
い
て
二
千
円

め
、
同
部
十
三
の
項
中
「
又
は
第
十
三
号
」
を
「
、
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
五
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一

九
の
項
㈦
の
改
正

規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
三
号

東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
生
活
文
化
局
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
」
を
「
生
活
文
化

ス
ポ
ー
ツ
局
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
議
会
委
員
会
条
例
の
規
定
に

よ
る
常
任
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
議

会
委
員
会
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
事
件
を
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
常
任
委
員
会
に
そ
れ
ぞ
れ
付
議

さ
れ
た
事
件
と
み
な
す
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
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